
告 示

�愛媛県告示第７７７号
平成３０年７月５日からの平成３０年７月豪雨による災害に関し、同

日から八幡浜市の区域内において、災害救助法（昭和２２年法律第１１

８号）による救助を実施する。

平成３０年８月３日

愛媛県知事 中 村 時 広

発 行 愛 媛 県
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